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第 1 章
ライフプランニングと資金計画

章のテーマ

この章では、生活設計をしていく上で必要な知識
を学習します。健康保険、介護保険や公的年金な
どの社会保険に加え、教育資金計画や住宅取得資
金計画なども、正確に押さえておく必要がありま
す。



第2節 6 住宅ローンの返済計画

第3節 1 健康保険

7 雇用保険

第5節 1 老齢基礎年金

2 老齢厚生年金

第7節 1 遺族基礎年金

4 遺族厚生年金

第9節 3 中小企業退職金共済

4 小規模企業共済

第12節 1 安全性分析

2 収益性分析

Point頻 出 項 目 ポ イ ン ト
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第1節 FPとライフプランニング 頻出度

A

1 FPの役割 重要 暗記 実技（資産）
チェック

（1）FPの定義
ファイナンシャル・プランナー（FP）とは、ファイナンシャル・プラン

ニングの専門家であり、次のように定義されています。
①顧客の収入や資産、負債などに関するあらゆるデータを集め、
②顧客の要望や希望・目標を聞き取り調査し、
③現状を分析した上で、
④他の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画などの包括的な資産設計を
立案し、

⑤それを顧客が実行する際に援助する専門家

（2）ライフプランと資金ニーズ
ライフプランとは、自分の夢や生き甲斐を基にした「人生設計」のことを

いいます。
人は誕生の時から死亡に至るまでのライフサイクルの中で、それぞれの
夢や目標を描きながら生活しています。しかし、その夢や目標を達成する
ためには資金が必要になるため、「何のために、いつ、どれくらいの資金
が必要か」を予測しておくことは、ライフプランの実現にとって必要不可
欠なものとなります。

（3）FPの社会的役割と法令順
じゅん

守
しゅ

（コンプライアンス） 

FPの社会的役割は、顧客の経済的自立を促しながら、作成した資金計
画に基づいて顧客の幸福を経済面から支援することにあります。

FPの領域は他の専門家の職業領域と重なる部分も多いことから、顧客
を援助する際には、税理士法、保険業法、金融商品取引法および弁護士法
などの法令に抵触する行為をしないよう注意をしなければなりません。
なお、職業上の倫理として、顧客の利益を優先させること、顧客情報な
どについての守秘義務を厳守することも重要です。

図表 1-1-1

図表 1-1-2

図表 1-1-3 図表 1-1-4
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図表 1-1-1 FPの役割

ギャップ
を調整 ④資金計画の立案 ⑤実行援助

②目標把握

③現状分析

①資産等を把握

図表 1-1-2 ライフプランと資金ニーズ

就職 結婚 子の誕生・教育 住宅取得 子の結婚 夫婦の老後

結婚資金 教育資金 取得資金 援助資金 生活資金

教育資金、住宅取得資金、老後の生活資金を三大必要資金と
いいます。

図表 1-1-3 資格を有しない（登録をしていない）FPができないこと

税理士 具体的な税務相談（有償無償問わず）や税務書類（確定申告書など）
の作成

生命保険募集人 生命保険や損害保険の募集や媒介（仲介）

金融商品取引業 具体的な投資判断（時期、数量、投資方法）の助言

弁護士 具体的な法律相談や法律事務（遺産分割の交渉など）

社会保険労務士 報酬を得て行う、行政機関等に提出する社会保険関係書類の作成

※　金融商品取引業を営むためには、内閣総理大臣の登録が必要です。

図表 1-1-4 資格を有しない（登録をしていない）FPでもできること

税理士 セミナーなどにおける一般的な税法の解説など

生命保険募集人 生命保険や損害保険の一般的な解説や保険証券の説明・必要保障
額の計算など

金融商品取引業 金融商品に関する過去のデータや資料の提示など

弁護士 民法など法律の一般的な解説など

社会保険労務士 将来支払われる年金額の計算など
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第2節 教育・住宅取得資金計画
1 教育資金と住宅取得資金 

チェック

（1）教育資金

子供に掛かる教育費は、高校・大学と進学するにつれて高額になり、一
度に用意するのは不可能なことから計画的な準備が必要になります。ま
た、子供の教育費は、少子化の影響もあり1人当たりの金額は年々増加傾
向にあります。

（2）住宅取得資金

住宅の取得に際して、すべてを現金で賄う人は少なく、一定の自己資金
（頭金）以外の部分は住宅ローンを活用するのが一般的です。
なお、住宅の取得には手数料や税金などさまざまな費用が掛かります。

これらの費用は合計すると物件価格の10％程度にも及ぶこともありますの
で、住宅取得資金としては、この諸費用分も考えて計画しなければなりま
せん。
以上から、住宅販売の現場で無理をしないためにも、住宅を購入する際
には、事前に以下の3点を確認しておくことが必要です。

①購入時点の自己資金の額を確認
②自分の年収で返済できる住宅ローンの額を確認
③諸費用を含めた購入可能額の総額を確認

A
頻出度

図表 2-1-1

図表 2-1-2
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図表 2-1-1 教育資金

早めの準備が必要！

全て公立：総額　約　800万円
全て私立：総額　約1,800万円

子供の誕生 小学校入学 中学入学 高校入学 大学入学

子供が誕生する前後からライフプランの中に組入れ、マネープランを
立てて準備しておく必要があります。

図表 2-1-2 住宅取得資金

物件価格の
30％以上
750万円

物件価格
2,500万円

住宅ローン
2,000万円

頭金
500万円＝ ＋

諸費用
250万円

＋

住宅取得資金

税金
ローン手数料
引越費用

年収に応じた　　　
返済可能額から算出

物件価格の
20％以上

物件価格の
10％程度

自己資金

住宅ローンを組んだ場合の年間返済額は、民間の住宅ローンを利用
する場合、概ね年収の25％程度が妥当と考えられています。
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2 財形貯蓄制度 
チェック

（1）財形貯蓄制度の概要

財形貯蓄制度（勤労者財産形成促進制度）には、一般財形貯蓄、財形住宅
貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。いずれも勤労者（会社員）の財産
形成を促進する目的で設けられた給与天引きによる積立制度です。
企業が銀行や証券会社などと提携している場合、勤労者は預貯金や投資
信託などの「貯蓄型商品」により財産形成を行うことができます。
また、企業が保険会社と提携している場合、勤労者は生命保険や損害保

険といった「保険型商品」により財産形成を行うことができます。

財形貯蓄制度を福利厚生制度として導入していない企業に勤務している
会社員の方は、財形貯蓄制度を活用することはできません。

①一般財形貯蓄
貯蓄の目的を限定せず、貯蓄開始から1年を経過すれば自由に払い出し
もできる財形貯蓄制度です。

②財形住宅貯蓄
貯蓄の目的を住宅の建設、購入、リフォームなどの資金作りとしている

財形貯蓄制度です。

③財形年金貯蓄
貯蓄の目的を60歳以降に年金として受け取るための資金作りとしている
財形貯蓄制度です。

（2）非課税制度

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の2種類は、使用目的が定められた財形貯
蓄制度であるため、その運用益部分について所得税などが非課税となる特
典があります。
非課税となる金額は、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄と合わせて、貯蓄残
高550万円までの利子等の額です。

図表 2-2-1 図表 2-2-2

暗記
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図表 2-2-1 財形貯蓄制度の仕組み

銀行・証券会社等
（貯蓄型商品）

生命・損害保険会社
（保険型商品）

給与天引き

貯蓄金の支払

貯蓄金の支払

会社勤労者

図表 2-2-2 財形貯蓄制度のまとめ

一般財形貯蓄 財形住宅貯蓄 財形年金貯蓄

資金の使い道
・貯蓄資金の使い道に
制限はない

・自己の居住する住宅
取得や増改築などの
費用に充てること

・60歳 以後、5年 以
上20年以内の期間
で年金として受け取
ること

契 約 数 複数契約可能 1人1契約に限る

年 齢 制 限 制限なし 契約締結時に、満55歳未満

積 立 期 間 3年以上 5年以上

非　

課　

税

貯蓄型
適用なし
（課税扱い）

貯蓄残高（元利合計）　550万円

保険型
適用なし
（課税扱い）

払込保険料
550万円

払込保険料
385万円

目 的 外 の�
払 い 出 し

1年経過後、自由に引
出し（解約）が可能

・貯蓄型ではその時点から遡って5年間の利子
について課税
・保険型では、積立開始時からの利子相当分の
すべてについて課税
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3 ローンに関する基礎知識 
チェック

教育資金にしても住宅取得資金にしても、すべての資金を自己資金で確保
することができれば良いのですが、自己資金で確保できない場合には、各種
ローンを利用することにより不足資金を補う必要があります。
この項では、必要資金を確保するためのローンに関する基礎知識について

学習していきます。

（1）各種ローンの種類

ローンには大きく分けて、資金の使い道が限定される「目的別ローン」と
資金の使い道が決められていない「フリーローン」があります。

①目的別ローン
教育資金を融資する「教育ローン」、住宅取得資金を融資する「住宅ロー

ン」、住宅のリフォーム資金を融資する「リフォームローン」、マイカーの
取得資金を融資する「自動車ローン」などがあり、主に銀行や信用金庫を中
心とした金融機関での取扱いが一般的です。

②フリーローン
資金の使い道が限定されないため、生活資金や投資資金など自由に利用

することが可能なローンであり、消費者金融で扱うローンや銀行およびク
レジットカード会社のカードローンなどは、フリーローンが一般的です。

③適用金利
一般に、資金の使い道を限定している目的別ローンは、融資手続きの際

に資金の使い道を証明する書類が必要であり、融資の審査も厳格に行われ
る反面、フリーローンと比較して低い金利で融資を受けることができます。

（2）ローン金利の種類

ローン金利の基本は、固定金利型と変動金利型の2種類です。
固定金利型は、当初の契約で定めた借入金利が返済終了時まで変わらな
いタイプのローンです。
一方、変動金利型は、返済期間中の市場における金利情勢の変化によっ

て、借入金利が年2回見直されるタイプのローンです。

図表 2-3-1

図表 2-3-2
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図表 2-3-1 ローンの種類

ローンの種類

フリーローン
（高金利融資）

目的別ローン
（低金利融資）

教育ローン

住宅ローン

リフォームローン

マイカーローン　など

消費者金融

カードローン　など

図表 2-3-2 固定金利型と変動金利型の特徴

固定金利型
低金利時 当初の金利で固定されるため有利

高金利時 当初の金利で固定されるため不利

変動金利型
金利上昇局面 市場金利に連動して上昇するため不利

金利低下局面 市場金利に連動して低下するため有利

固定金利型（有利）

変動金利型（不利）

市場の金利水準

金利

借入 期間

借入後に市場金利が
上昇した場合に

金利見直しは年2回

利息制限法
お金の貸借をする契約（金銭消費貸借契約といいます）で設定できる利息の割合（利率）
は、利息制限法で上限が決められており、上限を超える部分は無効になります。
上限利率は貸付けるお金（元本）の金額により、次のとおり区分されています。
元本10万円未満…20％、元本10万円以上100万円未満…18％、元本100万円以上…15％


